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令和２年度香春町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 令和２年度香春町の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

 

 

( 歳入歳出予算の補正 ) 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１，３１８，９０３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、｢ 第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 ｣ による。 
 

 

 

             令和２年１２月１４日提出 

 

福岡県香春町長  筒 井 澄 雄    
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　　　　　　　第  １  表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
 歳  　入 (単位：千円)

項 補正前の額 補正額 計

138,102 △40 138,062

  １繰入金 138,102 △40 138,062

3,203 0 3,203

  ２雑入 3,201 0 3,201

1,318,943 △40 1,318,903歳　　　　入　　　　合　　　　計

款

  ８繰入金

１０諸収入
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 歳　  出 (単位：千円)

項 補正前の額 補正額 計

29,753 △40 29,713

  １総務管理費 28,939 △40 28,899

11,976 △20 11,956

  １基金積立金 11,976 △20 11,956

28,939 20 28,959

  １償還金及び還付加算金 28,937 20 28,957

1,318,943 △40 1,318,903歳　　　　出　　　　合　　　　計

款

  １総務費

  ７基金積立金

  ９諸支出金
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１．総　  括　　歳入歳出予算事項別明細書
  歳  　入

補正前の額

１ 国民健康保険税 173,929

２ 使用料及び手数料 2

３ 国庫支出金 9,710

４ 県支出金 957,794

５ 連合会支出金 1

６ 財産収入 1

７ 寄附金 1

８ 繰入金 138,102

９ 繰越金 36,198

１０ 諸収入 3,203

１１ 町債 2

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,318,943

款
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（単位：千円）

補正額 計

0 173,929

0 2

0 9,710

0 957,794

0 1

0 1

0 1

△40 138,062

0 36,198

0 3,203

0 2

△40 1,318,903
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  歳　  出

補 正 前 の 額 補　正　額 計

１ 総務費 29,753 △40 29,713

２ 保険給付費 937,507 0 937,507

３ 国民健康保険事業費納付金 297,507 0 297,507

４ 共同事業拠出金 1 0 1

５ 財政安定化基金拠出金 1 0 1

６ 保健事業費 12,258 0 12,258

７ 基金積立金 11,976 △20 11,956

８ 公債費 1 0 1

９ 諸支出金 28,939 20 28,959

１０ 予備費 1,000 0 1,000

1,318,943 △40 1,318,903歳　　出　　合　　計

款

-82-



（単位：千円）

国県支出金 地　　方　　債 そ　　の　　他

△40

△20

20

△40

特　　　　　定　　　　　財　　　　　源
補　正　額　の　財　源　内　訳

一　般　財　源
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歳　入
款 ８ 繰入金

款 項 目

8 繰入金 138,102 △40 138,062

1 繰入金 138,102 △40 138,062

1 繰入金 138,101 △40 138,061

10諸収入 3,203 0 3,203

2 雑入 3,201 0 3,201

1 第三者納付金 3,100 △202 2,898

2 返納金 100 202 302

科　　　　　　　　　　　目
補 正 前 の 額 補　　正　　額 計
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（単位：千円）

区　　分 金　　額

2 職員給与費 △40 職員給与費等繰入金                      △40
  等繰入金

1 一般被保険 △202 一般被保険者第三者納付金                     △202
  者第三者納
  付金

2 退職被保険 202 退職被保険者返納金                       202
  者返納金

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
節
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歳　出
款 １ 総務費

国県支出金 地 方 債 そ の 他

1 総務費 29,753 △40 29,713 △40

1 総務管理費 28,939 △40 28,899 △40

1 一般管理費 24,923 △40 24,883 △40

7 基金積立金 11,976 △20 11,956 △20

1 基金積立金 11,976 △20 11,956 △20

1 基金積立金 11,976 △20 11,956 △20

9 諸支出金 28,939 20 28,959 20

1 償還金及び還付加算金 28,937 20 28,957 20

3 償還金 24,223 20 24,243 20

款 項 目
特 　　定 　　財 　　源

科　　　　　目
補正前の額 補 正 額 計

補　正　額　の　財　源
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（単位：千円）

内　　訳

区　　分 金　　額

3 職員手当等 △32 〇人件費                △40
　職員手当等                △32
　　　・住居手当                   6

4 共　済　費 △8 　　　・期末・勤勉手当                △38
　共　済　費                 △8
　　　・共済組合負担金                 △8

24積　立　金 △20 〇財政調整基金積立金                △20
　積　立　金                △20
　　　・財政調整基金積立金                △20

22償還金利子 20 〇償還金                  20
  及び割引料 　償還金利子及び割引料                  20

　　　・償還金                  20

説　　　　　　　　　　　　明
一般財源

節
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2.一般職
(1)総括
　ア　会計年度任用職員以外の職員 （単位：千円）

報酬 給料
職員手

当
計

3

(0)

3

(0)

0

0

（単位：千円）

扶養手
当

地域手
当

通勤手
当

住居手
当

管理職
手当

超過勤
務手当

期末勤
勉手当

その他
の手当

318 0 72 726 0 1,500 3,404 320

318 0 72 720 0 1,500 3,442 320

0 0 0 6 0 0 △ 38 0

　イ　会計年度任用職員 （単位：千円）

報酬 給料
職員手

当
計

0

(0)

0

(0)

0

0

（単位：千円）

扶養手
当

地域手
当

通勤手
当

住居手
当

管理職
手当

超過勤
務手当

期末勤
勉手当

その他
の手当

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

職員手当の内訳

区分

補正後

補正前

比較

備考　１　この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予
算の積算の基礎となつたものについて記載すること。
２　（　）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要
する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

比較 0 0 0 0 0

補正前 0 0 0 0 0 0

補正後 0 0 0 0 0 0

区　　分
職員数
（人）

給与費
共済費 合　計 備考

△ 8

共済費

4,25815,122

0

8,782

0

6,340

備考　１　この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員
を含む。）で予算の積算の基礎となつたものについて記載すること。
２　（　）内は、再任用短時間勤務職員について外書きすること。

0

8,782 6,372 15,154 4,266 19,420

△ 32

備考合　計

19,380

区　　分

比較

職員手当の内訳

給　　与　　費　　明　　細　　書（国保会計）

給与費
職員数
（人）

補正後

補正前

区分

補正後

補正前

比較 △ 32 △ 40
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細
ア　会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円）

イ　会計年度任用職員 (単位：千円）

(3)給料及び職員手当の状況

　ア　職員1人当たり給与

　イ　初任給
（単位：円）

その他の増減分 0

職員手当 0
制度改正に伴う増減分 0

その他の増減分 0

給料 0

給与改正に伴う増減分 0

昇給に伴う増加分 0

増減事由別内訳

区分 行政職 技能職

平均給与月額（円）

行政職

0

0

241,933

技能職

国の制度

区分 増減額 備考

区分 行政職 技能職

昇給に伴う増加分

令和2年12月1日現
在

147,900

△ 38

給与改正に伴う増減分

-

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平均年齢（歳）

0

0.0

272,767

0

0.0

0

272,767

31.9

31.4

令和2年6月1日現在

その他の増減分 6
職員手当 △ 32

制度改正に伴う増減分

給料 0

区分

0

平均年齢（歳）

平均給料月額（円）

241,933

高校卒 150,600 147,900 150,600

大学卒 182,200 - 182,200

その他の増減分 0

備考増減額 増減事由別内訳
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　ウ　級別職員数

級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比

1級 1 33.3% 1級 1級 1 33.3% 1級

2級 1 33.3% 2級 2級 1 33.3% 2級

3級 0 0.0% 3級 3級 0 0.0% 3級

4級 1 33.3% 4級 4級 1 33.3% 4級

5級 0 0.0% 5級 5級 0 0.0% 5級

6級 0 0.0% 6級 0 0.0%

計 3 100.0% 計 0 0.0% 計 3 100.0% 計 0 0.0%

（級別の標準的な職務内容）

技能職行政職

単純労務職

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う給食
調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職員及
び事務補の職務
困難な業務を行う用務員等の職務

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う
給食調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職
員及び事務補の職務
特に困難な業務を行う用務員等の職務

令和2
年12
月1日
現在

令和2
年6月1
日現在

区分
行政職 技能職

区分

4級

5級

6級

会計管理者、課等の長又は相当困難な業務
を所掌する課長補佐及び主幹の職務

会計管理者又は困難な業務を所掌する課等
の長の職務

課長補佐又は相当困難な業務を所掌する係長、
保育所長及び特に困難な業務を所掌する主査、
保健師、主任保育士、幼稚園主任教諭、主任調
理師、主任栄養士、主任管理栄養士の職務

区　　分

1級

2級

3級

一般職

主事、技師、保健師、保育士、幼稚園教諭、
調理師、栄養士、管理栄養士の職務

主任主事、技師、保健師、保育士、幼稚園教
諭、調理師、栄養士、管理栄養士の職務

係長、保育所長、主査、保健師、主任保育
士、幼稚園主任教諭、主任調理師、主任栄養
士、主任管理栄養士の職務

用務員等、給食調理員、作業員、自動車運転手、
一般技能職員、事務補の職務

用務員等、給食調理員、作業員、自動車運転手、
一般技能職員、事務補の職務

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う給食
調理員、作業員、自動車運転手、一般技能職員及
び事務補の職務
相当困難な業務を行う用務員等の職務
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　エ　昇給

　オ　期末手当、勤勉手当

※　（　）内は、再任用職員の標準的な支給率

3 0

4.450

0

-

0

0

行政職 技能職

3

03

0

2.250

4.500

4.450

(2.350)

0

0

0

0

(1.175) (2.350)

(1.175) (1.175) (2.350)

2号給（人）

2号給（人）

(1.175)

(1.175)

区分 合計

3

補正後

職員数　（Ａ）　　（人）

昇給に係る職員数　（Ｂ）
（人）

1号給（人）

3号給（人）

8号給（人）

4号給（人）

3

0

0

0

0

号級数別内
訳

100.0比較　（Ｂ）／（Ａ）　　（％）

比較　（Ｂ）／（Ａ）　　（％）

職制上の段階、職務の級
等による加算措置

6月（月分）
区分

有

0

3

100.0 100.0 -

0

補正前

3

0 0

補正後
(1.175)

2.250 2.200

3

職員数　（Ａ）　　（人） 3

8号給（人）

12月（月分）
備考

2.250

2.200

2.250

支給期別支給率 支給率計

（月分）

有

有

補正前

国の制度

3

号級数別内
訳

1号給（人）

4号給（人）

3号給（人） 0 0

3

0

0

0

0

3

0

0

100.0

0 0 0

0

昇給に係る職員数　（Ｂ）
（人）
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　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

　キ　地域手当

　ク　特殊勤務手当

　ケ　その他の手当

20年勤続の者
（月分）

25年勤続の者
（月分）

35年勤続の者
（月分）

備考
最高限度
（月分）

33.27075 47.709 47.709 有

支給率　（％）

国の制度
（支給率等）

支給対象職員数　（人）

10% 0 10%

区分 全職種 行政職 技能職

47.709 有

国の指定基準に基づく
支給率（％）

区分

支給率等

その他の加算
措置等

24.586875 33.27075 47.709

24.586875

通勤手当 同　じ

扶養手当 同　じ

住居手当

給与総額に対する比較　　（％） － －

支給対象職員の比較　　（％）
（令和2年12月1日現在）

代表的な特殊勤務手当の名称

区分 国の制度との異同 差異の内容

－

－ －－

－

－

－

伝染病防疫作業手当・行旅死亡人取扱業務手当

同　じ
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